
令 和 ７ 年
３月31日
（月曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
教
委
規
則

山
口
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則
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…

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

山
口
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

山
口
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
二
条

審
査
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
委
員
）

第
三
条

省
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
は

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

医
療
、
心
理
、
福
祉
又
は
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者

⚒

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も

同
様
と
す
る
。

（
会
議
）

第
四
条

審
査
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

⚒

会
議
の
議
長
は
、
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
委
員
の
除
斥
）

第
五
条

委
員
は
、
自
己
の
利
害
に
関
係
す
る
議
事
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
会
議
の
非
公
開
）

第
六
条

会
議
は
、
公
開
し
な
い
。

（
委
員
以
外
の
者
の
出
席
等
）

第
七
条

審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
学
識
経
験
を
有
す

る
者
、
教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
者
を
会
議
に
出
席
さ
せ
て
説
明
を
さ
せ
又
は
意
見
を
述
べ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
八
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
教
育
庁
教
職
員
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審

査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会
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山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
表
高
校
教
育
課
の
項
中
「
高
校
改
革
推
進
班
」
を
「
全
国
高
総
文
祭
準
備
班
」
に
改

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

県
立
高
校
再
編
整

備
推
進
室

企
画
班

推
進
班

第
十
二
条
の
表
高
校
教
育
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
表
高
校
教
育
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

県立高校再編整備推進室

山
口
県
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
教
育
の
改
革
及
び
そ
の
再
編
整
備
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

第
六
十
九
条
第
一
号
の
表
山
口
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
教

育
職
員
免

許
状
再
授

与
審
査
会

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
再
び
免
許
状
を
授
与
す
る
こ
と
に
つ
い

て
の
教
育
委
員
会
に
対
す
る
意
見
の
陳
述
に
関
す
る
事
務

教
職
員
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
一
の
⚓
の
項
備
考
の
欄
中

防
寒

衣
４
年

山
口
県
立
山
口
高
等
学

校
徳
佐
分
校
に
勤
務
す

る
職
員
に
限
る
。

を
削

」

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
岩
国
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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山
口
県
立
岩
国
高
等
学
校

岩
国

市
本

校

普
通
科

３
160

全
日
制
課
程
理
数
科
は
、
令
和

７
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

理
数
科

３
−

人
文
探

究
科

３
35

理
数
探

究
科

３
35

坂
上
分
校
普
通
科

３
30

「

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
光
高
等
学
校
の
項
中

夜
普
通
科
３
又
は

４
−

を
」

「

に
改
め
、
「定

時
制
課
程
普
通
科
は
、
令
和
⚔
年
度
か
ら
生
徒
募
集

」

を
停
止
す
る
。

」
を
削
り
、
同
表
山
口
県
立
防
府
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
防
府
高
等
学
校

防
府

市
本

校
普
通
科

３
240

衛
生
看

護
専
攻

科
2

40
衛
生
看

護
科

３
40

「

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
防
府
商
工
高
等
学
校
の
項
中

夜
普
通
科
３
又
は

４
−

を
」

「

に
改
め
、
「定

時
制
課
程
普
通
科
は
、
令
和
⚔
年
度
か
ら
生
徒
募
集

」

を
停
止
す
る
。

」
を
削
り
、
同
表
山
口
県
立
山
口
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
山
口
高
等
学
校

山
口

市
本

校

普
通
科

３
230

文
科

３
35

理
数
科

３
35
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「

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
宇
部
工
業
高
等
学
校
の
項
中

夜
機
械
科

４
−

を
」

「

に
改
め
、
「定

時
制
課
程
機
械
科
は
、
令
和
⚔
年
度
か
ら
生
徒
募
集

」

を
停
止
す
る
。

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
口
県
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
文
書
館
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

月
曜
日
及
び
月
末
整
理
日

二

十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
の
一
月
四
日
ま
で
の
日

第
二
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
一
週
間
」
を
「
十
日
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
三
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

教

育

庁

一

般

各

教

育

機

関

山
口
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
教
育
委
員
会

訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
高
校
教
育
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

県
立
高
校
再
編
整
備
推
進
室

教
再
編

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

一

般

各

教

育

機

関

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
（
平
成
五
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
高
校
教
育
課
に
あ
っ
て
は
」
の
下
に
「
県
立
高
校
再
編
整
備
推
進
室
及
び
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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